
【基本テーブル】 　

区分番号
診療行為
コード

基本名称
変更
区分

変更箇所 変更後 変更前 備考

M002-00 313002720
支台築造（１歯につき）（間接法）（メタルコアを用いた
場合（大臼歯））

5 新又は現点数／点数等 99.00 98.00

【令和7年6月診療分から適用】
令和7年4月30日付け事務連絡「「特定保
険医療材料及びその材料価格（材料価格
基準）の一部改正に伴う特定保険医療材
料料（使用歯科材料料）の算定につい
て」の一部改正について」に基づき変更

M002-00 313002820
支台築造（１歯につき）（間接法）（メタルコアを用いた
場合（小臼歯・前歯））

5 新又は現点数／点数等 62.00 61.00 〃

M010-00 313010920
金属歯冠修復（１個につき）（１４カラット金合金（イン
レー（複雑なもの）））

5 新又は現点数／点数等 1884.00 1784.00 〃

M010-00 313011020
金属歯冠修復（１個につき）（１４カラット金合金（４分
の３冠））

5 新又は現点数／点数等 2355.00 2229.00 〃

M010-00 313011120
金属歯冠修復（１個につき）（金銀パラジウム合金（金１
２％以上）（大臼歯（インレー（単純なもの））））

5 新又は現点数／点数等 397.00 388.00 〃

M010-00 313011220
金属歯冠修復（１個につき）（金銀パラジウム合金（金１
２％以上）（大臼歯（インレー（複雑なもの））））

5 新又は現点数／点数等 733.00 718.00 〃

M010-00 313011320
金属歯冠修復（１個につき）（金銀パラジウム合金（金１
２％以上）（大臼歯（５分の４冠）））

5 新又は現点数／点数等 923.00 903.00 〃

M010-00 313011420
金属歯冠修復（１個につき）（金銀パラジウム合金（金１
２％以上）（大臼歯（全部金属冠）））

5 新又は現点数／点数等 1161.00 1137.00 〃

M010-00 313011520
金属歯冠修復（１個につき）（金銀パラジウム合金（金１
２％以上）（小臼歯・前歯（インレー（単純なも
の））））

5 新又は現点数／点数等 270.00 264.00 〃

M010-00 313011620
金属歯冠修復（１個につき）（金銀パラジウム合金（金１
２％以上）（小臼歯・前歯（インレー（複雑なも
の））））

5 新又は現点数／点数等 537.00 526.00 〃
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M010-00 313011720
金属歯冠修復（１個につき）（金銀パラジウム合金（金１
２％以上）（小臼歯・前歯（４分の３冠）））

5 新又は現点数／点数等 663.00 649.00

【令和7年6月診療分から適用】
令和7年4月30日付け事務連絡「「特定保
険医療材料及びその材料価格（材料価格
基準）の一部改正に伴う特定保険医療材
料料（使用歯科材料料）の算定につい
て」の一部改正について」に基づき変更

M010-00 313011820
金属歯冠修復（１個につき）（金銀パラジウム合金（金１
２％以上）（小臼歯・前歯（５分の４冠）））

5 新又は現点数／点数等 663.00 649.00 〃

M010-00 313011920
金属歯冠修復（１個につき）（金銀パラジウム合金（金１
２％以上）（小臼歯・前歯（全部金属冠）））

5 新又は現点数／点数等 831.00 814.00 〃

M010-00 313013020
金属歯冠修復（１個につき）（銀合金（大臼歯（インレー
（複雑なもの））））

5 新又は現点数／点数等 46.00 45.00 〃

M010-00 313013220
金属歯冠修復（１個につき）（銀合金（大臼歯（全部金属
冠）））

5 新又は現点数／点数等 73.00 72.00 〃

M010-00 313013320
金属歯冠修復（１個につき）（銀合金（小臼歯・前歯・乳
歯（インレー（単純なもの））））

5 新又は現点数／点数等 17.00 16.00 〃

M010-00 313013520
金属歯冠修復（１個につき）（銀合金（小臼歯・前歯・乳
歯（４分の３冠（乳歯を除く。））））

5 新又は現点数／点数等 42.00 41.00 〃

M010-00 313013620
金属歯冠修復（１個につき）（銀合金（小臼歯・前歯・乳
歯（５分の４冠（乳歯を除く。））））

5 新又は現点数／点数等 42.00 41.00 〃

M010-03 313037020
接着冠（１歯につき）（金銀パラジウム合金（金１２％以
上））（前歯）

5 新又は現点数／点数等 663.00 649.00 〃

M010-03 313037120
接着冠（１歯につき）（金銀パラジウム合金（金１２％以
上））（小臼歯）

5 新又は現点数／点数等 663.00 649.00 〃

M010-03 313037220
接着冠（１歯につき）（金銀パラジウム合金（金１２％以
上））（大臼歯）

5 新又は現点数／点数等 923.00 903.00 〃
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M010-03 313037320 接着冠（１歯につき）（銀合金）（前歯） 5 新又は現点数／点数等 42.00 41.00

【令和7年6月診療分から適用】
令和7年4月30日付け事務連絡「「特定保
険医療材料及びその材料価格（材料価格
基準）の一部改正に伴う特定保険医療材
料料（使用歯科材料料）の算定につい
て」の一部改正について」に基づき変更

M010-03 313037420 接着冠（１歯につき）（銀合金）（小臼歯） 5 新又は現点数／点数等 42.00 41.00 〃

M010-04 313037620
根面被覆（１歯につき）（根面板によるもの）（金銀パラ
ジウム合金（金１２％以上））（大臼歯）

5 新又は現点数／点数等 397.00 388.00 〃

M010-04 313037720
根面被覆（１歯につき）（根面板によるもの）（金銀パラ
ジウム合金（金１２％以上））（小臼歯・前歯）

5 新又は現点数／点数等 270.00 264.00 〃

M010-04 313037920
根面被覆（１歯につき）（根面板によるもの）（銀合金）
（小臼歯・前歯）

5 新又は現点数／点数等 17.00 16.00 〃

M011-00 313014120
レジン前装金属冠（１歯につき）（金銀パラジウム合金
（金１２％以上）を用いた場合）

5 新又は現点数／点数等 1035.00 1014.00 〃

M011-00 313014320 レジン前装金属冠（１歯につき）（銀合金を用いた場合） 5 新又は現点数／点数等 118.00 117.00 〃

M017-00 313015720
ポンティック（１歯につき）（鋳造ポンティック（金銀パ
ラジウム合金（金１２％以上）（大臼歯）））

5 新又は現点数／点数等 1337.00 1309.00 〃

M017-00 313015820
ポンティック（１歯につき）（鋳造ポンティック（金銀パ
ラジウム合金（金１２％以上）（小臼歯）））

5 新又は現点数／点数等 1007.00 986.00 〃

M017-00 313015920
ポンティック（１歯につき）（鋳造ポンティック（銀合金
（大臼歯・小臼歯）））

5 新又は現点数／点数等 58.00 57.00 〃

M017-00 313016420
ポンティック（１歯につき）（レジン前装金属ポンティッ
ク（金銀パラジウム合金（金１２％以上）を用いた場合
（前歯）））

5 新又は現点数／点数等 803.00 787.00 〃
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M017-00 313016520
ポンティック（１歯につき）（レジン前装金属ポンティッ
ク（銀合金を用いた場合（前歯）））

5 新又は現点数／点数等 74.00 73.00

【令和7年6月診療分から適用】
令和7年4月30日付け事務連絡「「特定保
険医療材料及びその材料価格（材料価格
基準）の一部改正に伴う特定保険医療材
料料（使用歯科材料料）の算定につい
て」の一部改正について」に基づき変更

M017-00 313031920
ポンティック（１歯につき）（レジン前装金属ポンティッ
ク（金銀パラジウム合金（金１２％以上）を用いた場合
（小臼歯）））

5 新又は現点数／点数等 1007.00 986.00 〃

M017-00 313032020
ポンティック（１歯につき）（レジン前装金属ポンティッ
ク（金銀パラジウム合金（金１２％以上）を用いた場合
（大臼歯）））

5 新又は現点数／点数等 1337.00 1309.00 〃

M017-00 313032120
ポンティック（１歯につき）（レジン前装金属ポンティッ
ク（銀合金を用いた場合（小臼歯）））

5 新又は現点数／点数等 74.00 73.00 〃

M017-00 313032220
ポンティック（１歯につき）（レジン前装金属ポンティッ
ク（銀合金を用いた場合（大臼歯）））

5 新又は現点数／点数等 74.00 73.00 〃

M020-00 313018420
鋳造鉤（１個につき）（１４カラット金合金（双子鉤
（大・小臼歯）））

5 新又は現点数／点数等 2175.00 2045.00 〃

M020-00 313018520
鋳造鉤（１個につき）（１４カラット金合金（双子鉤（犬
歯・小臼歯）））

5 新又は現点数／点数等 1770.00 1664.00 〃

M020-00 313018620
鋳造鉤（１個につき）（１４カラット金合金（二腕鉤（レ
ストつき）（大臼歯）））

5 新又は現点数／点数等 1770.00 1664.00 〃

M020-00 313018720
鋳造鉤（１個につき）（１４カラット金合金（二腕鉤（レ
ストつき）（犬歯・小臼歯）））

5 新又は現点数／点数等 1359.00 1278.00 〃

M020-00 313018820
鋳造鉤（１個につき）（１４カラット金合金（二腕鉤（レ
ストつき）（前歯（切歯））））

5 新又は現点数／点数等 1046.00 984.00 〃

M020-00 313018920
鋳造鉤（１個につき）（金銀パラジウム合金（金１２％以
上）（双子鉤（大・小臼歯）））

5 新又は現点数／点数等 1069.00 1047.00 〃
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M020-00 313019020
鋳造鉤（１個につき）（金銀パラジウム合金（金１２％以
上）（双子鉤（犬歯・小臼歯）））

5 新又は現点数／点数等 836.00 818.00

【令和7年6月診療分から適用】
令和7年4月30日付け事務連絡「「特定保
険医療材料及びその材料価格（材料価格
基準）の一部改正に伴う特定保険医療材
料料（使用歯科材料料）の算定につい
て」の一部改正について」に基づき変更

M020-00 313019120
鋳造鉤（１個につき）（金銀パラジウム合金（金１２％以
上）（二腕鉤（レストつき）（大臼歯）））

5 新又は現点数／点数等 734.00 718.00 〃

M020-00 313019220
鋳造鉤（１個につき）（金銀パラジウム合金（金１２％以
上）（二腕鉤（レストつき）（犬歯・小臼歯）））

5 新又は現点数／点数等 638.00 625.00 〃

M020-00 313019320
鋳造鉤（１個につき）（金銀パラジウム合金（金１２％以
上）（二腕鉤（レストつき）（前歯（切歯））））

5 新又は現点数／点数等 592.00 579.00 〃

M021-00 313019920 線鉤（１個につき）（１４カラット金合金（双子鉤）） 5 新又は現点数／点数等 1026.00 965.00 〃

M021-00 313020020
線鉤（１個につき）（１４カラット金合金（二腕鉤（レス
トつき）））

5 新又は現点数／点数等 793.00 746.00 〃

M021-02 313026520
コンビネーション鉤（１個につき）（鋳造鉤又はレストに
金銀パラジウム合金（金１２％以上）、線鉤に不銹鋼及び
特殊鋼を用いた場合（前歯））

5 新又は現点数／点数等 296.00 290.00 〃

M021-02 313026620
コンビネーション鉤（１個につき）（鋳造鉤又はレストに
金銀パラジウム合金（金１２％以上）、線鉤に不銹鋼及び
特殊鋼を用いた場合（犬歯・小臼歯））

5 新又は現点数／点数等 319.00 312.00 〃

M021-02 313026720
コンビネーション鉤（１個につき）（鋳造鉤又はレストに
金銀パラジウム合金（金１２％以上）、線鉤に不銹鋼及び
特殊鋼を用いた場合（大臼歯））

5 新又は現点数／点数等 367.00 359.00 〃

M021-03 313038720
磁性アタッチメント（１個につき）（キーパー付き根面
板）（根面板の保険医療材料料（１歯につき））（金銀パ
ラジウム合金（金１２％以上））（大臼歯）

5 新又は現点数／点数等 733.00 718.00 〃

M021-03 313038820
磁性アタッチメント（１個につき）（キーパー付き根面
板）（根面板の保険医療材料料（１歯につき））（金銀パ
ラジウム合金（金１２％以上））（小臼歯・前歯）

5 新又は現点数／点数等 537.00 526.00 〃
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M021-03 313038920
磁性アタッチメント（１個につき）（キーパー付き根面
板）（根面板の保険医療材料料（１歯につき））（銀合
金）（大臼歯）

5 新又は現点数／点数等 46.00 45.00

【令和7年6月診療分から適用】
令和7年4月30日付け事務連絡「「特定保
険医療材料及びその材料価格（材料価格
基準）の一部改正に伴う特定保険医療材
料料（使用歯科材料料）の算定につい
て」の一部改正について」に基づき変更

M023-00 313020620
バー（１個につき）（鋳造バー（金銀パラジウム合金（金
１２％以上）））

5 新又は現点数／点数等 1714.00 1678.00 〃


